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FAX  ０４５－５４０-２３９６　

啓発物品の送付にかかる回答書
[bookmark: _Hlk218524692]※「新規名簿掲載者分のみ希望する場合」又は「全員分を希望しない場合」のみ、ご回答ください。

令和８年　　月　　日
所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
団体名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　会長名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　連絡先（電話）　　　　　　　　　　　　　　　

令和7年度　災害時要援護者支援事業にかかる訪問時に活用する啓発物品（携帯トイレパック及び啓発チラシ）を、新規名簿掲載者分のみ希望する又は全員分を
希望しないため、以下のとおり回答します。

· 　新規名簿掲載者分のみ啓発物品を希望します。
·    全員分の啓発物品を希望しません。

· 上記の該当項目にチェックをしてご返信ください。
· 回答がない場合は、名簿掲載者全員分をお送りいたします。

【担当】　　
港北区役所　高齢・障害支援課 
高齢・障害係　渡邊、浜崎、野口 
〒222-0032 横浜市港北区大豆戸町 26-１ 
電話  ０４５－５４０-２３１７　  
FAX  ０４５－５４０-２３９６


 回答期限 令和８年２月24日(火)（ＦＡＸ又は郵送にてご回答ください）
